
 

介護保険施設・介護サービス事業所の人材確保支援として、新たに正規の介護職員を採用した際

に、事業所運営法人に対して住宅手当支給額等の一部を補助します。令和６年度募集より、交付対

象職員の要件等を変更いたしますので、ご注意下さい。 

 

＜令和６年度の主な変更点＞ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

１．補助対象介護職員 

神戸市内の事業所に勤務する介護職員であって、次のいずれにも該当するものになります。 

（１）雇用された日から 3 年以内であること。 

（２）正規職員であること。 

（３）申請日時点で神戸市内に住所を有する者  

※「介護職員」とは主たる業務として直接介護を行う従事者です。 

※転職者で、前法人ですでに同補助金を受給したことがある職員は、交付対象外です。 

※令和 5 年度交付対象者に限り、令和 5 年度に在籍している法人に継続して在籍し、かつ市内

の事業所に在籍している場合は神戸市外に住所を有する方も経過措置で交付対象となります。 

 

２．補助対象事業者 

補助事業の対象となる者は、神戸市内に事業所を有する法人であって、次のいずれかに該当する

者です。 

（１）住宅手当制度を現に有する、または当該年度中に新設する法人。 

（２）補助対象介護職員の宿舎として民間賃貸住宅等の居室を借り上げ、補助対象介護職員に

宿舎として居住させている法人。ただし、法人等が所有する居室は除くものとする。 

①申込時期が８月になります 

昨年度までは、秋頃に募集を開始していましたが、令和 6 年度は８月１日～8 月 31 日に

当初申請を募集します。当初申請受付時点で予算超過の場合、追加申請は受付できませ

んので、必ず期限内に、e-KOBE でお申込み下さい。 

②交付対象職員の要件が変わります 

【補助対象介護職員】 

2019 年 4 月 1 日以降に新たに法人に採用された、神戸市内の事業所に勤務する介護

職員であって、次のいずれにも該当するもの。 

（１）雇用された日から 3 年以内であること 

（２）正規職員であること 

（３）申請日時点で神戸市内に住所を有する者 ※今年度より変更 

 

神戸市新規採用介護職員に関する住宅手当等補助の申請手続き等について 



３．補助対象経費 

補助事業の対象となる経費は、以下における費用となります。（千円未満切り捨て） 

（１）補助対象事業者が当該年度内に、補助対象介護職員に支給する住宅手当に要する費用。 

（２）補助対象事業者が当該年度内に、補助対象職員の宿舎として借り上げる居室にかかる費

用のうち、賃借料、共益費、管理費（以下「賃借料」という。）。ただし、法人が補助対象介

護職員から賃借料の一部を徴収している場合は、当該徴収額を補助対象経費から控除す

る。 

 

４．補助金額 

補助対象職員を雇用した月数に 14,000 円を乗じて得た補助基準額と、法人が負担する補助

対象経費の実支出額に２分の１を乗じて得た額を比較して少ない方の額となります。ただし、雇用

期間に１月に満たない端数が生じた場合は、これを切り捨てます。 

 

（例）令和６年 4 月 15 日から新規雇用となり、継続雇用を予定している介護職員に対し、毎月

40,000 円の住宅手当を支給している場合 

    ⇒ひと月に満たない月は対象外となるため、補助対象月は 11 か月 

    補助対象経費：住宅手当 40,000 円 × 11 ヵ月 ÷ 2 ＝ 220,000 円     

補助基準額：14,000 円 × 11 ヵ月 ＝ 154,000 円 

 ⇒補助額は 154,000 円     

  

 

（例）借り上げ宿舎（月額 64,000 円）に介護職員 3 人をルームシェアで 3 ヵ月住まわせた場合 

補助対象経費：家賃 64,000 円 ÷ ３人 ＝ 21,333.3333・・・ 

となるが、千円未満の端数は切り捨てるので、 

21,000 円 × 3 カ月 ÷ 2 ＝ 31,500 円→31,000 円（切り捨て） 

      補助基準額：14,000 円 × 3 ヵ月 ＝ 42,000 円 

             ⇒補助額は 31,000 円 

 

 

（例）新規採用介護職員に対し、２カ月間、住宅手当 10,000 円を支給しつつ、 

借り上げ宿舎（月額）80,000 円に居住させ、本人負担 15,000 円を徴収している場合 

補助対象経費：（家賃 80,000 円＋住宅手当 10,000 円－本人負担 15,000 円） 

       ×２カ月 ÷ 2 ＝75,000 円 

 補助基準額：14,000 円×2 ヵ月＝28,000 円 

             ⇒補助額は 28,000 円 

 

  

 



５．申請方法 

 申請は、下記の e-KOBE 申請フォームより、法人のアカウントで行ってください。対象事業所が複

数ある場合は、法人で取りまとめの上、ご申請ください。 

 

 

 

 

 

 

 

※e-KOBE の操作方法等について、別紙 PDF「e-KOBE（電子申請）による補助金申請手続

きのご案内」を必ずご一読ください。 

 

 

６．申請期間 

下記の申請期間中に、e-KOBE 申請フォームからご申請ください。  

当 初 申 請 令和 6 年 8 月 1 日（木曜）から令和 6 年 8 月 31 日（土曜） 

決 定 通 知 交 付 申請受付後、e-KOBE で順次発送 

変 更 申 請 交付決定通知を受領してから、令和 7 年４月 4 日（金曜）まで 

中止・廃止申請 交付決定通知を受領してから、令和 7 年４月 4 日（金曜）まで 

実 績 報 告 交付決定通知を受領してから、令和 7 年４月 4 日（金曜）まで 

 ※交付決定を受けた内容から変更が生じた場合は、変更申請を行い、変更交付通知決定を受ける

必要があります。 

 ※実績報告完了後、補助金をお支払いします。 

 ※予算額を超える申請があった場合には、先着順により、予算範囲内で補助対象事業者を決定いた

しますので、あらかじめご了承ください。 

 

７．問い合わせ先 

 神戸市福祉局介護保険課 神戸市新規採用介護職員に関する住宅手当等補助事業担当 

（電話番号）078-322-6229 

（電子メール）kobekaigohokenka2@office.city.kobe.lg.jp 

 

■手続き名 

【介護保険施設】神戸市新規採用介護職員に関する住宅手当等補助事業（当初申請） 

■申請方法 

 二次元バーコードを読み取り または 二次元バーコードをクリックして申請フォームにアクセス 

mailto:kobekaigohokenka2@office.city.kobe.lg.jp
https://lgpos.task-asp.net/cu/281000/ea/residents/procedures/apply/2712e1b7-7503-4fb3-a344-6ce587dbf653/start

